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主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について 

 

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２６条、建設業法施行令

（昭和３１年政令第２７３号）第２７条により、建設工事の現場に置くこととされている主

任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）については、監理技術者

制度運用マニュアル（平成２８年１２月１９日付け国土建第３４９号）等により、その適

正な配置をお願いしているところである。 

このたび「適正な施工確保のための技術者制度検討会とりまとめ」（平成２９年６

月）において、「i-Constructionなどの施工の ICT化が進展し、新たな技術がますま

す生まれてくることが見込まれる中、技術者は常に最新の技術を習得するため、継続

的に技術研鑽を積んでいくことが必要である」ことが提言された。これを受け、監理技

術者等の専任に関して、今般、その取扱い等を下記のとおり、明確化したので、通知

する。 

貴職においては、これを踏まえ、監理技術者等の専任制度が的確に運用されるよ

う、建設業者に対して適切な指導を行われたい。 

 

記 

 

監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の

作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事

する者の技術上の指導監督の職務を行う役割を担っていることから、当該工事現場

にて業務を行うことが基本と考えられる。 

また、請負金額の額が３千５百万円（建築一式工事である場合にあっては、７千万

円）以上の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは

工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、監理技術者等は、

工事現場ごとに専任の者でなければならないとされている（法第２６条第３項）。ここで



 

いう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に

係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常

駐（現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場

に滞在していること）を必要とするものではない。そのため、技術者の継続的な技術

研鑽の重要性を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等で監理技術者等が

短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する（例え

ば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無

い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保

する等）とともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の

主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し

支えない。 

 

以上 

 


